
令和３年 10 月 
司 法 法 制 部 

「犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会」 

  

１ 本協議会の趣旨 

令和３年４月に取りまとめられた「法務省 犯罪被害者支援弁護士制度検

討会」の「論点整理」においては、支援の対象とすべき犯罪被害者の範囲、

支援の在り方等について、法制度化に向けた課題を含め、制度改善・運用改

善の様々な提案がされた。 

また、少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院）にお

いて、犯罪被害者のための充実した法的支援の方策について、担い手である

日本弁護士連合会や日本司法支援センター（法テラス）と連携し、引き続き

検討することが決議されている。 

このような状況を踏まえ、真に援助が必要な犯罪被害者に対する法的支援

の方策・在り方について、実務的な観点から引き続き検討を行い、運用面に

おける改善・見直し事項を洗い出し、犯罪被害者支援に反映させるとともに、

法制度化に向けた課題を含めた諸課題の更なる検討を進める。 
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